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協　　 定　　 書

「千葉市住宅供給公社」を甲とし、「管理支援事業者」を乙とし、千葉市住宅供給公社空き家支援事業者登録制度（以下「登録制度」という。）に関して、次の条項により協定を締結する。

（甲の業務）
第１条　甲は、本登録制度及び別に定める「千葉市住宅供給公社空き家支援・解体促進支
援事業実施要綱」（以下「実施要綱」という。）に基づき登録された管理支援事業者を
公表し、市民から乙への依頼を促すこととし、実施要綱の定めにより依頼者への助言、
乙との仲介等、依頼者と乙との間に必要に応じて介在する。

（業務の受託）
第２条　乙は別に定める「実施要綱」により依頼者から依頼された業務について、これを
法令等に基づき誠実に履行するものとする。

（損害賠償）
第３条　乙は、施工に際し、乙の責めに帰すべき事由により、依頼者に損害を与えたときは、これを損害賠償保険等により賠償しなければならないものとする。

（甲の解除権）
第４条　甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、この協定の期間満了前であっても、この協定を解除することができるものとする。
（１）虚偽の悪質な勧誘等を依頼者へ行い、甲の信頼を損ねたとき。
（２）強引な販売手法や市民に事実誤認を与えるような営業活動・表示等を行ったとき。
（３）「不要な改修工事等の強要」等により、依頼者または甲に損害を与えたとき。
（４） 改修の施工が著しく不適当であると認められたとき。
（５） 依頼者との意志疎通が不十分であり、苦情等に対して不誠実であったとき。
（６）業務の実施にあたり、「建築基準法」、「廃棄物処分法」、「労働安全衛生法等の関連法規」等を遵守せずに甲または依頼者に損害を与えたとき。

（協定解除）
第５条　前条に定める場合のほか、甲または乙は、１ヶ月前までに予告し、この協定を解除することができるものとする。
２ 前条に該当する行為による解除日より１ヶ年は、「管理支援事業者登録申請」はできないものとする。
 (
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)３ 千葉市入札参加資格者名簿登録、千葉市小規模修繕業者登録のいずれかの抹消処分を受けた場合、これに準じて同期間の登録を抹消する。
（１）抹消期間が本協定期間内の場合は、抹消期間終了後登録を復旧する。
（２）抹消期間が本協定期間を超える場合は、本協定が解除され、当該抹消期間は新たな登録申請はできないものとし、抹消期間終了後の登録申請により登録できるものとする。

（届出事項）
第６条　乙は、次の各号の一に該当するときは、速やかに甲に届けなければならないものとする。
（１）担当者の変更があった場合。
（２）営業を廃止又は休止しようとする場合。
（３）社名変更、住所変更、又は代表者の変更があった場合。

（権利義務譲渡等の禁止）
第７条　乙は、この協定によって生ずる一切の権利及び義務を第三者に譲渡又は継承させてはならないものとする。

（協 議）
第８条　この協定の各条項の解釈について疑義が生じたとき、又はこの協定に定めのない事項については、甲乙協議して定めるものとする。

（協定期間）
第９条　本協定の期間は、末尾記載の締結日の翌日から平成　　年　　月　　日までとする。


この協定を証するため、協定書２通作成し、甲乙記名押印のうえ、各自１通を保有する。


締結日　　平成 　　年　　 月　　 日


甲 　　　　千葉市中央区千葉港２番１号
千 葉 市 住 宅 供 給 公 社
理事長    　　　　　　　　　印


　　　　　　　　　　　　乙　　　住所　　　　　　　　　　　　
社名　　　　　　　　　　　　
 (
7
)代表者名        　　　　　　　　 印
